
　市民プール行きの往復バス料金と入
館料を合わせた『市民プールバスパッ
ク』を販売しています。
　バスの利用区間
（千代の台線）
・上鷲別入口～市民プール前
（郊外線）
・鷲別～クリンクルセンター前
・汐見坂～クリンクルセンター前
・登別温泉ターミナル～クリンクルセ
　ンター前
　パック券販売所　市民プール、鷲別
　公民館、市役所内母子会売店、市民
　会館、道南バス若山営業所、道南バ
　ス登別温泉ターミナル、川西燃料店

『市民プールバスパック』
をご利用ください

『市民プールバスパック』
をご利用ください
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パック料金　　　　　　　  （単位：円）

一　般

65歳以上

高校生

中学生

小学生

一　般

65歳以上

高校生

中学生

小学生

区　分

1,120

920

820

720

420

1,420

1,220

1,120

1,020

560

900

700

600

500

300

1,000

800

700

600

350

鷲別方面、登別

方面～市民プー

ル、クリンクル

センター前

登別温泉方面～

市民プール、

クリンクルセン

ター前

通常料金　パック料金
乗車区間

運賃＋入館料

※鷲別方面は鷲別・上鷲別入口、登別
　方面は汐見坂、登別温泉方面は登別
　温泉ターミナルを起点とします。
※パック券の利用は、市内からの乗車
　に限ります。バスを乗り継ぐ場合は、
　利用できません。
　問い合わせ　社会教育グループ
　　　　　　　　　（☎○１１２９）

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴
収
第

10
期
）
の
納
期
限
は
３
月
31
日
㈭
で

す
。
納
付
に
は
口
座
振
替
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
払
い
が
便
利
で
す
。

問
い
合
わ
せ
　
国
民
健
康
保
険
Ｇ

（
☎
　
１
７
７
１
）

確
定
申
告
書
は
自
分
で
作
成
し

確
定
申
告
書
は
自
分
で
作
成
し

確
定
申
告
書
は
自
分
で
作
成
し

早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　
確
定
申
告
書
は
、
『
確
定
申
告
の

を
参
考
に
ご
自
分
で
作
成
し
、
早
め

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
申

告
書
を
簡
単
に
作
成
で
き
る
『
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
』
が
用
意

さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
27
年
分
か
ら
、

給
与
所
得
者
や
公
的
年
金
所
得
者
向

け
の
申
告
書
作
成
画
面
が
新
設
さ
れ

ま
し
た
。
初
め
て
の
方
で
も
操
作
し

や
す
い
画
面
で
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
作
成
し
た
申
告
書
は
、
印
刷

し
て
郵
送
な
ど
で
提
出
で
き
ま
す
。

　
確
定
申
告
会
場
に
お
越
し
に
な
る

方
は
、
前
年
の
『
申
告
書
控
え
』
、

確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
や
印
鑑
を

持
参
の
う
え
、
公
共
交
通
機
関
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

○
振
替
納
税
を
利
用
し
な
い
方
の
納

　
期
限

・
所
得
税
、
復
興
特
別
所
得
税
、
贈

　
与
税…

３
月
15
日
㈫

・
消
費
税
、
地
方
消
費
税
（
個
人
事

　
業
者
）…

３
月
31
日
㈭

○
振
替
納
税
を
利
用
す
る
方
の
振
替

　
日

・
所
得
税
、
復
興
特
別
所
得
税…

４

　
月
20
日
㈬

・
消
費
税
、
地
方
消
費
税
（
個
人
事

　
業
者
）…

４
月
25
日
㈪

○
復
興
特
別
所
得
税
の
記
載
漏
れ
に

　
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た

め
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
復
興

特
別
所
得
税
（
原
則
と
し
て
各
年
分

の
所
得
税
の
２
・
１
㌫
）
を
所
得
税

と
併
せ
て
申
告
・
納
付
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
還
付
申
告
も
含
め
て
申
告
す
る
全

て
の
方
が
、
申
告
書
に
復
興
特
別
所

得
税
の
記
載
が
必
要
で
す
の
で
、
記

載
漏
れ
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
室
蘭
税
務
署

（
☎
　
４
１
５
１
）

平
成
平
成
2828
年
度
固
定
資
産
税
に
係
る
土

年
度
固
定
資
産
税
に
係
る
土

年
度
固
定
資
産
税
に
係
る
土

地地
・・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　
固
定
資
産
税
の
対
象
と
な
る
土
地

や
家
屋
の
評
価
額
が
、
ほ
か
の
土
地

や
家
屋
と
比
較
し
て
適
正
で
あ
る
か

を
確
認
す
る
た
め
、
『
土
地
・
家
屋

価
格
等
縦
覧
帳
簿
』
を
次
の
期
間
に

縦
覧
で
き
ま
す
。

期
間
　
４
月
１
日
㈮
〜
５
月
31
日
㈫

場
所
　
税
務
グ
ル
ー
プ

対
象
　
固
定
資
産
税
の
納
税
者

※

本
人
や
法
人
の
代
表
者
以
外
の
方

　
が
縦
覧
す
る
と
き
は
、
委
任
状
が

　
必
要
で
す
。

※

縦
覧
に
は
、
本
人
確
認
書
類
（
身

　
分
証
明
書
や
運
転
免
許
証
、
納
税

　
通
知
書
な
ど
）
が
必
要
で
す
。

※

縦
覧
期
間
中
は
、
自
己
資
産
の
固

　
定
資
産
課
税
台
帳
も
無
料
で
閲
覧

　
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
税
務
Ｇ

（
☎
　
１
１
５
５
）

自
動
車
税
の
住
所
変
更
を
忘
れ
ず
に

自
動
車
税
の
住
所
変
更
を
忘
れ
ず
に

自
動
車
税
の
住
所
変
更
を
忘
れ
ず
に

　
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在
の

登
録
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
登
録
住
所
が
現
在
の
住
所
と
異
な

り
ま
す
と
、
自
動
車
税
納
税
通
知
書

が
届
か
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

引
っ
越
し
な
ど
を
し
た
と
き
は
運
輸

支
局
で
変
更
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
札
幌
道
税
事
務
所

（
☎
011
ー
746
ー
１
１
９
７
）

浄
化
槽
の
法
定
検
査

浄
化
槽
の
法
定
検
査

浄
化
槽
の
法
定
検
査

　
浄
化
槽
管
理
者
は
、
毎
年
１
回
、

浄
化
槽
の
定
期
検
査
を
受
け
る
こ
と

が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
、
必
ず
受
検
し
ま
し
ょ
う
。

※

受
検
す
る
検
査
機
関
は
決
め
ら
れ

　
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問
い

　
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

　
ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
・
☎
　
２
９

　
５
８
）

（
☎
　
１
７
７
１
）

（
☎
　
４
１
５
１
）
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（
☎
　
１
１
５
５
）

　
ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
・
☎
　
２
９

手
引
き
』
や
前
年
の
『
申
告
書
控
え
』

くらしのガイド

くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ17


